介護人材実態調査　調査要領

１　ご回答にあたって
・本調査票は、岡山市内の全ての介護事業所（福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、医療みなし指定事業所を除く）を対象に送付しております。
・ご回答いただいた内容を、貴事業所が特定される形で公表することはございません。

２　本調査の回答者
「事業者票」については、管理者の方にご回答をお願いしております。
「職員票」については、各事業所・施設等に所属する管理職等含めた貴事業所に所属する全ての介護職員の方（ただし、非常勤含む。事務職、ボランティアを除く）にご回答をお願いしております

３　調査票のご回答方法
【事業所票】
下記のURLにアクセスするか、二次元コードを読み取り、インターネットでご回答をお願いいたします。
[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]回答の際は、メールで通知した事業所別のID・パスワードを入力しご回答ください。
[bookmark: _Hlk212649713]回答URL　：　https://src.webcas.net/form/pub/src1/33100kaigo5　
· 各事業所の、管理者の方を対象とした調査票です。管理者の方はご回答をお願いします。

【職員票】
· 職員調査はインターネットでの回答であり、後日、郵送で貴事業所・施設に依頼状をお送りします。依頼状（裏面が回答方法）は複数枚お送りするため、届きましたら各職員への配布をお願いするとともに対象の職員の方に調査にご協力いただけるようお力添えをお願いいたします。

[bookmark: _GoBack]４　調査票の提出方法
事業所票については、令和７年11月30日（日）までにインターネットでご回答をお願いいたします。

５　お問い合わせ先保健福祉局高齢福祉部介護保険課　　管理係　　　　086-803-1240
保健福祉局高齢福祉部事業者指導課　通所事業者係　086-212-1013
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